
令和４年２月 

                    上作延地区住居表示検討委員会 

委員長   淺 田  幾 美 

上作延地区の新町界・新町名（案）について 

時下、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、上作延地区の住居表示実施について、新しい町界及び町名の案がまとま

りましたので、お知らせいたします。 

また、上作延地区と向ケ丘地区との町界については慎重に協議・検討を重ねて

まいりましたが、皆様からお寄せいただいた御意見を考慮した結果、上作延地区

の住居表示実施にあたっては、不動ヶ丘第２共同住宅の敷地の一部を除いて現況

のまま変更しないことといたしました。 

なお、新町界及び新町名の案について御意見等がございましたら、事務局もし

くは検討委員まで御連絡をお願いいたします。 

・従来の○○○番地という住所が、（例）○丁目○番○号という表し方に変わります。 

・官公庁が管理している住民票や不動産の表題部（所在地）等の他、東京電力や東京ガス、水道

などの公共サービスについては、個別に住所変更の手続きをする必要はありませんが、運転

免許証や不動産登記物件の所有者住所、金融機関や生命保険会社等に登録している住所につ

いては、順次、住所変更の手続きが必要となります。ただし、郵便物等が住居表示前の住所で

送られた場合も、住居表示実施後、数年程度は問題なく配達されます。 

・事業者の皆様においては、法人登記のある法人の所在地・役員の住所変更等の手続きが必要と

なります（住居表示実施を理由とする変更登記の場合、登録免許税はかかりません）。 
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＜問合せ先＞

事務局：川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

電 話：０４４（２００）２７３６

ＦＡＸ：０４４（２００）３９１２

住居表示実施に向けて 

令和５年以降の実施を予定していますが、詳しい日程が決まりましたら、改め

てお知らせいたします。今後も、川崎市等と協議を行ってまいりますので、御理

解・御協力の程、よろしくお願いいたします。 

上作延地区にお住まいの皆様へ 

重要なお知らせ

住居表示が実施されると？ 




